
低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直し　（国民健康保険税）

国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。
①　5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を

27万円（現行：26．5万円）に引き上げる。
②　2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を
49万円（現行：48万円）に引き上げる。

【現行】軽減判定所得
7割軽減基準額＝基礎控除額（33万円）

5割軽減基準額
＝基礎控除額（33万円）＋26．5万円×（被保険者数）

2割軽減基準額
＝基礎控除額（33万円）＋48万円×（被保険者数）

【改正後】軽減判定所得
7割廃滅基準額＝基礎控除額（33万円）

5割軽減基準額
＝基礎控除額（33万円）＋呈三五巴×（被保険者数）

2割軽減基準額
＝基礎控除額（33万円）十49万円×（被保険者数）



○　高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関の窓口において医療費の自己負担を支払っていただいた後、
月ごとの自己負担限度額を超える部分について、事後的に保険者から償還払い（※）される制度。

（※）入院の場合や同一医療機関での外来の場合、医療機関の窓口での支払を自己負担限度額までにとどめる現物給付化の仕組みが導入されている。

○　自己負担限度額は、被保険者の所得に応じて設定される。

見直し内容

〇　第1段階日（29年8月～30年7月）では、現行の枠組みを維持したまま、限度額を引き上げ。一般区分の限度額（世帯）については、多数回該当を設定。
〇　第2段階目（30年8月－）では、現役並み所得区分については細分化した上で限度軽を引き上げ。一般区分については外来上限額を引き上げ。
0　－般区分については、1年間（8月～翌7月）の外来の自己負担額の合計額に、年間14．4万円の上限を設ける。

○現行（70歳以上）

区分 �外来 （個人） �限度額 （世帯※1） 

現役並み 健保 �44，400円 �80．100円＋1％ 

国保・後期 ��＜44，400円＞ 

一般 （年収156万～370万円） 健保 国保・後期 ※2 �12．000円 �44，400円 

住民税非課税 �8，000円 �24，600円 

住民税非課税 （所得が一定以下） ��15，000円 

01段目（29年8月～30年7月）

区分 �l 外来 （個人） �限度額 （世帯※1） 

現役並み �57，600円 �80，100円＋1％ ＜44．400円＞ 

一般 �14，00b円 （年間14．4 万円上限） �　57．6、qO円・ 1く44，叩0円＞－‾ 

住民税非課税 �8．000円 �24，600円 

住民税非課税 （所得が一定以下） ��15．000円 

溶‡1同じ世帯で同じ保険者に属する者　　　※2　収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合も含む

02段目（30年8月～）

区分（年収） �】 外来 （個人） �限度額 （世帯※1） 

年収約1160万～ �圭頭痛癖主項施与 
′く1咄紬D汚さ∴ 

年収770万－1160万 �167，400円＋1％ 

、＜93，qO8円＞ 

年収370万～770万 �∴加，100円十、．1％′、ニ： 

・．、さく44諏0再舞上∴ 

一般 �18，000円 （年間144万 �．57，600円 

円上限） �く44．400円＞ 

住民税非課税 �8，000円 �24．600円 

住民税非課税 （所得が一定以下） ��15，000円 


